
第５６号議案 

 

   東京都台東区立観光バス駐車場条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和８年６月２日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

この案は、東上野仮設駐車場及び蔵前仮設駐車場を設置するた

め提出します。 



東京都台東区立観光バス駐車場条例の一部を改正する条例 

 

東京都台東区立観光バス駐車場条例（平成２９年３月台東区条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表に次のように加える。 

東京都台東区立東上野仮設駐

車場 

東京都台東区東上野四丁目７

番 

東京都台東区立蔵前仮設駐車

場 

東京都台東区蔵前二丁目１番 

第５条第１項に次の２号を加える。 

(３) 東京都台東区立東上野仮設駐車場 午前９時３０分から

午後４時３０分まで 

(４) 東京都台東区立蔵前仮設駐車場 午前１０時から午後４

時まで 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、台東区規則で定める日から施行する。ただし、

次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 東京都台東区立東上野仮設駐車場及び東京都台東区立蔵前仮

設駐車場の使用の申請その他使用のために必要な行為は、この

条例の施行の日前においても行うことができる。 


